
特 記 仕 様 書

（ 岩内工業団地除草業務委託 ）

（適用）

１． 本特記仕様書は、能美市岩内町地内における「岩内工業団地除草業務委託」に適用する。本業務にあたっ

ては、本特記仕様書によるほか、契約書並びに関係法規・指針に基づくものとする。

（作業内容）

１. 除草剤散布 A=1,300㎡ 機械除草 A=9,130㎡
人力除草 A=530㎡ 側溝清掃 L=180ｍ

（一般事項）

１． 作業に関しては、発注者と協議した上で、承認と指示に従って、誠実かつ入念に作業にあたること。

２． 現地確認の立会いは、双方協議して定めるものとする。

３． 作業に必要な関係官庁への申請手続き、並びに立会い検査等は、受注者が遅滞なく行い、これに要する費

用は受注者の負担とする。

４． 本仕様書は仕様の大要を示すものであって、本書に記載ない事項であっても発注者が管理上必要と認めた

軽微な業務については、受注代金額の範囲に含むものとする。

５． やむを得ず業務の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合は、あらかじめ書面により発注者の承諾を得

なければならない。

６． この仕様書、特記事項にないものについては、協議の上定めるものとする。

（注意事項）

１． 作業に必要な作業用電力及び水並びに諸手続などの費用はすべて受注者の負担とする。

２． 作業終了時等建設重機の保管の際は、何人も立ち入らないよう仮囲いをするなど安全対策を施すこと。

３． 付近住民への対応については、受注者の責任において処理すること。

４． 発生材の処理は、受注者が処理し現場に存置することなく作業の都度搬出し、適正に処分するものとする。

ただし、あらかじめ発注者の確認を得たものについてはこの限りではない。

５． 設計内容としては、除草した草は美化センターにて処分することを原則とするが、処分先を変更する場合

は発注者と協議すること。

６． 作業にあたっては、第三者に危険のないように十分配慮して行うとともに、必要に応じて交通規制を行い、

誘導員を配置すること。また、車両、施設及び樹木等に損傷を与えないように作業すること。

７． 作業の際は周辺の構造物、埋設物、架空線等を事前に確認し、損傷させないよう作業すること。

８． 雑草の生育状況をみて除草・集草業務を追加する可能性がある。その場合は変更設計の対象とする。

９． 近隣企業が調整池の一部を駐車場として使用しているため、側溝清掃の際は企業側と調整を図ること。

（履行期限）

令和８年１１月３０日


